
蒲郡市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨) 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項に

より設置された民間の認可保育所、私立幼稚園（学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第４条の規定により設置の認可を受けた私立幼稚園をいう。）、就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第１７条第１項により設置された幼保連携型認定こども園及び同

法第３条第１項により設置された幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に

対し、蒲郡市地域子ども・子育て支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、蒲郡市補助金

等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１

条の規定に基づき蒲郡市が策定する蒲郡市子ども・子育て支援事業計画（以下「事

業計画」という。）に基づく措置のうち、同法第５９条第２号及び第９号から第

１１号までに規定する地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるため交

付することにより、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の交付の対象（以下「補助事業」という。）は、事業計画に基

づいて実施される次の事業とする。 

⑴ 延長保育事業  

「延長保育事業の実施について」（令和６年４月１日こ成保第２２５号）の

別紙に定める延長保育事業 

⑵ 一時預かり事業  

「一時預かり事業の実施について」（令和６年３月３０日５文科初第２５９

２号、こ成保第１９１号）の別紙に定める一時預かり事業 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、別表の第２欄に定める区分ごとに、次により算出

された額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に１，０００円



未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

⑴ 第２欄の各区分ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の

実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

⑵ 第２欄の各区分ごとに、前号により選定された額に第５欄に定める補助率を

乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。 

⑴ 交付対象事業に要する経費については、別表の第２欄の各区分を超えて配分

の変更を行うことはできない。 

⑵ 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受

けなければならない。 

⑶ 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

⑷ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合に

は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器

具及びその他の財産については、市長が別に定める期間を経過するまで、市長

の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

⑹ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を市に返納させることがある。 

⑺ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければならない。  

⑻ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければな

らない。この場合において、補助事業を行う事業者（以下「補助事業者」とい

う。）が全国的に事業を展開する組織の１支部等（１支部、１支社、１支所等を

いう。）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等（本部、

本社、本所等をいう。以下同じ。）で消費税及び地方消費税の申告を行ってい

る場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。



また、市長は当該報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を

市に納付させることがある。 

⑼ この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成す

るとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、これ

らを補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。た

だし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産

がある場合は、５年間の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は

市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

（交付申請） 

第６条 補助事業者は、蒲郡市地域子ども・子育て支援事業費補助金の交付申請に

ついて（第１号様式。以下「交付申請書」という。）を市長が別に定める日まで

に市長に提出しなければならない。 

（変更交付申請） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加

交付申請等を行う場合には、補助事業者は、蒲郡市地域子ども・子育て支援事業

費補助金の変更交付申請について（第２号様式。以下「変更交付申請書」という。）

を市長が別に定める日までに市長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第８条 市長は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則と

して２か月以内に交付の決定又は決定の変更を行わなければならない。 

第９条 市長は、交付決定又は決定の変更があったときは、補助事業者に対し蒲郡

市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書（第３号様式）又は蒲郡

市地域子ども・子育て支援事業費補助金変更交付決定通知書（第４号様式）によ

り、速やかに決定内容及びこれに付された条件を通知しなければならない。 

第１０条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服が

あることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受

けた日から１５日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 この補助金は、当該補助事業の完了後交付する。ただし、市長が特別の



理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することがで

きる。 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、翌年度４月１０日（第５条第３号の規定により事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から１か月を経

過した日）までに蒲郡市地域子ども・子育て支援事業費補助金の事業実績報告に

ついて（第５号様式）を市長に提出するものとする。 

（額の確定） 

第１３条 市長は補助金の額が確定した場合には、補助事業者に対し蒲郡市地域子

ども・子育て支援事業費補助金交付額確定通知書（第６号様式）により、速やか

に確定の通知を行わなければならない。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について

市に返還することを命ずるものとする。 

（検査等） 

第１５条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告

を求め、又は検査をすることができる。 

（その他） 

第１６条 特別の事情により、第４条、第６条、第７条及び第１２条に定める算定

方法又は手続によることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けてそ

の定めるところによるものとする。 

第１７条 補助事業者は、補助金の交付申請、変更交付申請及び実績報告の際には、

別に定めるところにより、その他市長が定める様式を提出すること。 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年３月７日から施行する。 

２ 蒲郡市延長保育促進事業費補助金交付要綱、蒲郡市一時保育及び特定保育促進

事業費補助金交付要綱、蒲郡市一時・特定保育事業実施要綱及び蒲郡市延長保育

促進事業実施要領は、廃止する。 

附 則 



この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月３０日から施行し、平成２９年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月２０日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年１月２５日から施行し、改正後の別表の規定は、令和２

年４月１日から適用する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市地域子ども・子育て支援事業費補助金交

付要綱の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

附 則 

 この要綱は、令和４年２月２８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年２月２１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年１２月１２日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年１０月７日から施行し、改正後の別表延長保育事業の項の

規定は、同年４月１日から適用する。 



別表（第４条関係） 

１事

業 

２区

分 
３基準額 

４対象

経費 

５補助

率 

 

延 長

保 育

事業  

 

延 長

保 育

事業  

 

⑴ 保育短時間認定 

（在籍児童１人当たり年額） 

ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業

（定員２０人以上）  

延長時間区分  
１時間 21,200 円 

２時間 42,400 円 

３時間 63,600 円 

 

 イ 小規模保育事業 

延長時間区分 Ａ型・Ｂ型 Ｃ型 
１時間 14,000 円 17,700 円 

２時間 28,000 円 35,400 円 

３時間 42,000 円 53,100 円 

 
⑵ 保育標準時間認定 

（１事業当たり年額）  

ア 保育所及び認定こども園 

延長時間区分  

30 分 600,000 円 

１時間 1,760,000 円 

 

イ 小規模保育事業（自園調理等） 

延長時間区分 Ａ型・Ｂ型・Ｃ型 
30 分 600,000 円 

１時間 1,422,000 円 

※ 食事について、事業所内で調理する方法により提供

する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を

調理・搬入して提供する事業所に適用 

 

ウ 配置基準改善加算（平均対象児童数が２１人以上の

施設等） 

延長時間区分  
30 分 150,000 円 

１時間 300,000 円 

 

 

 

延 長保

育 事業

の 実施

に 必要

な経費  

 

10/10 



 

一 時

預 か

り 事

業  

 

一 時

預 か

り 事

業 

 

１ 運営費（一般型・基本分） 

  保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児

童数概ね３人以下の施設において保育士とみなされた家

庭的保育者と同等の研修を終了した者の場合 

年間延べ利用児童数 基準額 
50 人未満 1,473,000 円 

50 人以上 100人未満 1,973,000 円 

100 人以上 200人未満 2,444,000 円 

200 人以上 300人未満 2,945,000 円 

300 人以上 900人未満 3,240,000 円 

900 人以上 1,500 人未満 3,470,000 円 

 
２ 運営費（幼稚園型Ⅰ） 

⑴ 在籍園児分（⑶を除く。）（児童 1人当たり日額） 

ア 基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用） 

(ｱ) 年間延べ利用児童数 2,000 人超の施設 

a 平日          440 円 

     b 長期休業日（８時間未満）440円 

     c 長期休業日（８時間以上）880円 

(ｲ) 年間延べ利用児童数2,000 人以下の施設 

     a 平日（1,600,000 円 ÷ 年間延べ利用児童

数）－400円（10円未満切り捨て） 

     b 長期休業日（８時間未満）400円 

     c 長期休業日（８時間以上）800円 

イ 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） 

                   800 円 

ウ 長時間加算 

   (ｱ) ⑴ア(ｱ)a 及び⑴ア(ｲ)aについては４時間（又

は教育時間との合計が８時間）、⑴ア(ｱ)ｃ、⑴ア

(ｲ)ｃ及びイについては８時間を超えた利用の場合 

a 超えた利用時間が２時間未満 

     150円 

b 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 

300 円 

c 超えた利用時間が３時間以上 

450 円 

(ｲ)  ⑴ア(ｱ)ｂ及び⑴ア(ｲ)ｂについては４時間を

超えた利用の場合 

a 超えた利用時間が２時間未満 

100 円 

b 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 

200 円 

c 超えた利用時間が３時間以上 

300 円 

⑵ 在籍園児以外の児童分（⑶を除く。）（児童 1人当た

り日額） 

ア 基本分            800 円 

イ 長時間加算（８時間を超えた利用） 

 

一 時預

か り事

業 の実

施 に必

要 な経

費 

 

 

10/10 



(ｱ) 超えた利用時間が２時間未満 

150 円 

(ｲ) 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 

                              300 円 

(ｳ) 超えた利用時間が３時間以上 

                                 450 円 

 ⑶ 特別な支援を要する児童分（児童 1人当たり日額） 

ア 平日分           4,000円 

イ 長期休業日         8,000円 

ウ 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） 

                8,000円 

 


